
2015年7月13 広報 12広報 2015年7月

介 護 保 険 負 担 割 合 証
交付年月日　　　年　　　月　　　日

番  　号

住  　所

氏  　名

生年月日 明治・大正・昭和　　年　　月　　日

適　用　期　間利用者負担
の割合

割

割

保険者番号
並びに保険
者名称及び
印

開始年月日　平成　　年　　月　　日
終了年月日　平成　　年　　月　　日

開始年月日　平成　　年　　月　　日
終了年月日　平成　　年　　月　　日

男・女性
別

被　

保　

険　

者

フリガナ ここに割合
を記載

Information' s
くらしのおしらせみとよ

くらし ８月から 介護保険制度が変わります

一定以上の所得がある人は介護一定以上の所得がある人は介護一定以上の所得がある人は介護 サービスを利用するときの自己負担が２割にサービスを利用するときの自己負担が２割にサービスを利用するときの自己負担が２割に
　介護サービスを利用する場合は、利用者が費用の一定割合を負担する
ことになっています。
　この利用者負担は、これまでは所得にかかわらず一律にサービス費の
１割でしたが、団塊の世代が75歳以上になる2025年以降も持続可能な
制度にするため、65歳以上の第１号被保険者のうち一定以上の所得が
ある人には、８月からサービス費の２割を負担していただきます。 　負担割合は個人ごとに決まります。同じ世帯に２人以上の

介護保険利用者がいる場合、それぞれ負担割合が異なる場合
もあります。
　65歳以上で要支援・要介護認定を受けている人には、７月
中に介護保険負担割合証を送付します。介護保険被保険者証と
負担割合証は一緒に保管し、介護サービスを利用するときには
必ず２枚一緒にサービス事業者や施設に提出してください。

　ただし、合計所得金額が１６０万円以上の人でも「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が
単身で２８０万円未満、６５歳以上の人が２人以上いる世帯で３４６万円未満の場合は、１割負担
のままです。

６５歳以上の人で、合計所得金額が１６０万円以上の人が
２割負担になります。

高額介護サービス費の上限額を引き上げ
　同じ月の介護サービスの利用者負担の合計額が高額になり、決められた限度額を超えたときは、
負担を軽減するため、超えた分を「高額介護サービス費」として後から払い戻します。
　医療保険制度における現役並み所得者に相当する人は、高額介護サービス費の自己負担限度額が、
月額３７，２００円から月額４４，４００円に引き上げられます。なお、現役並み所得者に相当する人以
外の人は、自己負担限度額の変更はありません。

「特定入所者介護サービス費」を支給する条件を変更
　施設サービスの居住費と食費は自己負担となります。しかし、所得の低い人については自己負担
の上限額が設けられており、これを超えた分は「特定入所者介護サービス費」を支給することによ
り、負担を軽減しています。
　負担額の減額認定を受けた人には「介護保険負担限度額認定証」を交付しています。現在お持ち
の認定証の有効期限は７月３１日（金）までです。すでに認定を受けている人には７月中旬までに
申請書を送付しますので、介護保険課または各支所で更新の手続きをしてください。新規で認定を
受けたい人は介護保険課までお問い合わせください。
　なお、８月から、対象となる条件が変更されます。

●住民票上世帯が異なる（世帯分離している）場合の配偶者（婚姻届を提出していな
い事実婚も含む）の所得も判断材料とします。
※ＤＶ防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合は対象外です。
●預貯金などが単身の場合１，０００万円以下、夫婦の場合２，０００万円以下であるこ
とが、要件に加わります。

　同一世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいる場合に対象となります。ただし、
次の場合は、あらかじめ申請すれば自己負担限度額が３７，２００円になります。
●同一世帯内に65歳以上の人が１人の場合　⇒　その人の収入が383万円未満
●同一世帯内に65歳以上の人が２人以上いる場合　⇒　それらの人の収入の合計額が520万円未満

▲

問い合わせ　介護保険課　☎73－3017

現役並み所得者に相当する人とは？

区　　　　分
　　　現役並み所得者に相当する人がいる世帯の人
住民税課税世帯の人
全員が住民税非課税世帯
・老齢福祉年金を受給している人
・前年の合計所得金額と公的年金などの収入額の合計が
　年間８０万円以下の人など

限度額（月額）
４４，４００円（世帯）※

３７，２００円（世帯）
２４，６００円（世帯）

２４，６００円（世帯）
１５，０００円（個人）※

１５，０００円（個人）生活保護を受給している人など

新

高額介護サービス費の自己負担限度額（８月から）

※世帯：住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した人全員の負担の合計の限度額
　個人：介護サービスを利用した本人の負担の限度額

要支援・要介護認定を受けた人には
　　１人に１枚  介護保険負担割合証を交付します

どんな人が
２割負担になるの？

変更点

預貯金などに含まれるもの 確認方法（申請日の直近２カ月のもの）

預貯金（普通・定期）

有価証券（株式・国債・地方債・社債など）

投資信託

タンス預金（現金） 自己申告

金・銀（積立購入を含む）など、購入先の口座残高
によって時価評価額が容易に把握できる貴金属

通帳の写し（インターネットバンクの場合、
口座残高ページの写し）
証券会社や銀行の口座残高の写し（ウェブサ
イトの写しも可）
購入先の銀行などの口座残高の写し（ウェブ
サイトの写しも可）
銀行、信託銀行、証券会社などの口座残高の
写し（ウェブサイトの写しも可）


